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JETOC：
Japan Chemical Industry Ecology-Toxicology & Information Center 



（I） JETOCのプロファイル

1980年、当時の厚生省、通商産業省、労働省により
「化学物質の安全な取扱いと適切な管理、職場における労働者の
安全衛生の確保、関連産業の健全な発展及び国民の保健衛生の安全衛生の確保、関連産業の健全な発展及び国民の保健衛生の
向上等に寄与する」ことを目的として、設立が許可された社団法人
2011年1月4日、一般社団法人へ移行
化学物質を製造・使用する会社・業界団体等を
会員とする非営利法人
会員数 ： ２６１ （平成２３年１２月末現在）

化学、石油、繊維、製紙、電機・電子、自動車、商社、他
業界団体、NITE、CERI、中災防、他

創立以来、いわゆる“天下り”、“許認可権限”の付与、
“補助金交付“は全くなく、
又、政府等からの定常委託業務もなく、主に会員会費収入、

び自 事業収 運営
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及び自己事業収入で運営
（平成２３年度（2011年度）決算総支出規模 ： ２１１百万円）



JETOC設立の背景・経緯

1968 PCB カネミ油症事件発生
1974 日本 化審法 施行
1974 米国 CIIT（化学工業毒性学研究所）設立1974 米国 CIIT（化学工業毒性学研究所）設立
1977 米国 TSCA（有害物質規制法）施行
1978 EU ECETOC （欧州化学物質生態毒性および毒性センター）

設立設立
1978 前身の日本化学物質安全性センター、45化学会社の

発起人により設立
1980 現在の日本化学物質安全・情報センタ 108会社の1980 現在の日本化学物質安全・情報センター、108会社の

発起人により設立
（当時の厚生省、通産省及び労働省が公益法人
（社団法人）として認定）
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（社団法人）として認定）
2011 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従い、

一般社団法人に移行



（Ⅱ） JETOCの日常活動

化学物質に関する法規制情報・安全性情報の収集・提供

・情報月刊誌の発行（会員向け） ： 情報Ａ（法規制情報）
情報Ｂ（安全性情報）情報Ｂ（安全性情報）

・テーマ別資料（特別資料・特集号）の発行
（法規条文の和訳、解説、調査ノウハウの提供等）

・講演・講習会等の開催・講演・講習会等の開催
・化審法既存化学物質リスト（CD-ROM）の発行と

各国の既存化学物質他の受託調査
・海外への情報提供（give & take）海外 の情報提供（give & take）

Information Sheet （英文）の発行（２回／年）
・ホームページによる法規制、安全性情報の公開

ホームページ上での新法等の仮訳公開（会員向け）
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・メールマガジンによる最新情報の提供（会員向け）
・法解釈等についての電話相談受付（会員向け）



基本的なスタンス

科学的に公正、中立な立場で情報を提供

各情報の先行的紹介各情報の先行的紹介

化学物質の安全な取扱い、法規制対応のための

基礎データ・情報の提供基礎データ・情報の提供

情報収集は自ら信頼できるソースから確認

情報源は原語（原典）からを原則情報源は原語（原典）からを原則

JETOC職員の外国語対応：英、独、中、韓

協力関係者による対応：越、泰、尼
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対象案件は継続的に定点的に調査・情報収集する



JETOC発行の資料（2000～2011）

特別資料等　発行実績
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会計年度
　（2010年度は9ヵ月）



JETOCが紹介した主な法規

EU：REACH, 67/548/EEC, 76/769/EEC, 1999/45/ec, RoHS, ELV, etc.
Swiss：Chemikaliengesetz, Chemikalienverordnung, etc.
Germany：Chemikaliengesetz Chemikalien Verbotsverordnung etcGermany：Chemikaliengesetz, Chemikalien-Verbotsverordnung, etc.
USA：TSCA, OSHA-HCS, etc.
Canada：Canadian Environmental Protection Act, etc.
中国：危険化学品安全管理条例、新化学物質環境管理弁法、他
台湾 毒性 学物質管 法令 他台湾：毒性化学物質管理法令、他
韓国：有害化学物質管理法、産業安全衛生法、他
Philippine：Republic Act No. 6969, etc.
Singapore：Environmental Pollution Control Act, etc. g p ,
Indonesia：Government Regulation No. 74, etc. 
Thailand: Hazardous Substances Act, etc. 
Turkey: Regulation on inventory and control of chemicals
Australia：Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act etc
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Australia：Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act, etc.  
New Zealand：Hazardous Substances and New Organisms Act, etc. 
他



GHS分類

GHS分類協力
日本国政府は2005、6年に約1,500物質のGHS分類を行った
JETOCはこのプロジェクトに対し 次の協力を行ったJETOCはこのプロジェクトに対し、次の協力を行った

安全性情報調査と提供 287物質
GHS分類（案）提供 97物質

JETOC独自のGHS分類
JETOCは、OECDで作成されたSIAR（SIDS Initial Assessment 
Report）のデータを基に、独自に次の（政府分類物質以外の）Report）のデ タを基に、独自に次の（政府分類物質以外の）
201物質をGHS分類し、その結果を根拠データと共に公開した

1. Caffeine（CAS No. 58-08-2）
2. Urea（CAS No. 57-13-6）
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・
200. Butanol, 3-methoxy-3-methyl-（CAS No. 56539-66-3）
201. C.I. Pigment Brown 24（CAS No. 68186-90-3）



JETOC講演・講習会（2000～2011）

講演講習会　開催実績
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会計年度
（2010年度は9ヵ月）



JETOC講演・講習会（2000～2011）

講演講習会聴講者数　推移
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JETOCが開催する基礎講座

下記の基礎講座を定期的（1～1.5年間隔）に開催
・化学物質管理入門

事業管理者、研究者を対象とした化学物質管理の基礎を解説
・世界の新規化学物質届出制度

化審法と同様な新規化学物質届出制度を有する国の
法規制内容を解説

・インターネットを用いた世界の規制物質リストの調査
世界主要国の規制物質をフリーアクセスのサイトで世界 要国 規制物質を リ
調査する方法を解説

・インターネットを用いた世界の化学物質安全性情報調査
化学物質の安全性情報をフリーアクセスのサイトで
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化学物質の安全性情報をフリ アクセスのサイトで
調査する方法を解説



JETOCが開催する講習会

下記の講習会、基礎講座を定期的（1～2年間隔）に開催
・日本の工業化学品規制理解の初歩

化審法 安衛法 化管法の概要を解説化審法、安衛法、化管法の概要を解説
・欧州における化学物質規制の初歩

REACH、CLP等の概要を解説
米国における化学物質規制の初歩・米国における化学物質規制の初歩
TSCAの概要を解説

・中国 化学品規制の概要
新化学物質管理弁法他の化学物質管理規則等の概要を解説新化学物質管理弁法他の化学物質管理規則等の概要を解説

・台湾 化学品規制の概要
毒性化学物質管理法、新化学物質管理制度等の概要を解説
韓国 業化学品規制 概要
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・韓国の工業化学品規制の概要
有害化学物質管理法、産業安全保健法等の概要を解説



JETOCが開催する講演会

トピックス案件について、現地当局者等を招聘し
随時、講演会を開催しています
最近の講演会は下記のとおり最近の講演会は下記のとおり
・東南アジア（タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム）の化学品規制の概要

及びベトナムの新化学品法について（2009年6月）
講師：関東学院大学 織 朱實 教授

台湾 お る 学物質規制 最新動向 年・台湾における化学物質規制の最新動向（2010年6月）
講師：中華民国 （社）中華民国工業安全衛生協会 林 熾昌 常務理事

中華民国 行政院 労工委員会 安全衛生部 張 國明 科長
中華民国 （財）安全衛生技術中心 李 政憲 経理中華民国 （財）安全衛生技術中心 李 政憲 経理

・REACHの化学品安全性アセスメントの概念とその実施戦略（2010年9月）
講師：Dr. Hans-Juergen Wiegand （ECETOC、Evonik Degussa ）

Dr. Volker J. Soballa （Evonik Degussa）
・ 東南アジア インド ロシア トルコの化学品規制の概要（2011年2月）
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・ 東南アジア、インド、ロシア、トルコの化学品規制の概要（2011年2月）
講師：宮田 祐子 ENHESA, S.A. EHSコンサルタント

アジア・パシフィック地区リージョナルマネジャー



（Ⅲ）JETOCの最近の主な活動と今後

各国の法規則情報の紹介

EU・REACH、米、加、豪、中、台、韓、東南アジア他、米、加、豪、中、台、韓、東南アジア他

安全性・有害性情報の紹介

Nano-Particles、PFOS・PFOA、他

SIDS初期評価プロファイルの紹介

特別資料等の法規集、解説書の発行

講習・講演会の開催

ホームページ上での情報提供
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メールマガジンでの情報提供



JETOCホームページでの情報提供

［ホームページでの情報提供］

国内・海外のホット情報、規制情報リンク先、
OECD:HPV-SIAP日本語訳等を紹介・提供しています

JETOC会員への特別情報提供
JETOCホ ムペ ジ（会員ペ ジ）では会員の皆様にJETOCホームページ（会員ページ）では会員の皆様に
海外法令の仮翻訳文、トピックス情報、
上記の海外ホット情報リンク先等を紹介しています
会員ページへの入り方は各会員の連絡担当者の方にお聞き下さい会員ページへの入り方は各会員の連絡担当者の方にお聞き下さい
（パスワード等の連絡は会員連絡担当者の方にのみとしています）
（業界団体の方は自会員へのアクセス方法の教示はお控え下さい

又、グループ会社への方への教示もお控え下さい）
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又、グル プ会社 の方 の教示もお控え下さい）
【会員ページ】の内容例は次のスライドを参照下さい



************************************************************************
【JETOCホームページ 会員ページ 内容例】

************************************************************************

★最新情報（法令関係）・・・情報標題と情報源（リンク先）紹介
・2011.09.15 加 DSL収載内容を修正（2011-66-04-01及び2011-87-04-01）
・2011.09.13 ECHA CLPについてよくある質問（第2.0版）を公表（7項目追加）
2011 09 09 EPA 14種のグライムに いてのSNUR（提案規則）に関する・2011.09.09 EPA 14種のグライムについてのSNUR（提案規則）に関する

コメント提出期限の延期を公示（新期限：2011年10月12日）
★最新情報（安全性情報関係）・・・情報標題と情報源（リンク先）紹介
・2011.09.09 ドイツ諮問機関 ナノ物質の予防対策に関する報告書を発表
2011 09 09 欧州委員会 欧州のほとんどの難燃剤デ タは不十分であると・2011.09.09 欧州委員会 欧州のほとんどの難燃剤データは不十分であると

した報告書を発表
★トピックス・・・翻訳文、解説等
・2011.8.26 越 化学品法関連の下位規定である政府政令108/2008/ND-CP

及び工商部部令28/2010/TT BCTを改正する 政府政令及び工商部部令28/2010/TT-BCTを改正する、政府政令
26/2011/ND-CP及び工商部部令18/2011/TT-BCTが公布

・2011.8.26 印 2011年有害性物質（分類・包装・表示）規則案を制定
★海外法令の訳文等
・米 合衆国連邦議会 2008年水銀輸出禁止法を制定
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・米 合衆国連邦議会 2008年水銀輸出禁止法を制定
・EU ECHA REACHについてよくある質問（第4版）
・豪 工業用ナノ材料に関する新規化学品手続を変更 他



JETOCマガジンの発行

［メールマガジン］
会員の皆様（各会員の連絡担当者の方）にメールマガジンを会員の皆様（各会員の連絡担当者の方）にメ ルマガジンを
発信（1回／2週間）し、各種のホットな情報を提供しています
情報誌に掲載予定ではあるが、より早く会員の皆様にお知らせした
方がよい情報を原文が掲載されたウェブサイトと一緒に紹介する等、
より早い情報提供を行います
又、特別資料等の発行案内、講演・講習会等の開催案内等の
お知らせも行います
会員の社内での転送は自由としていますので 会員社の方は会員の社内での転送は自由としていますので、会員社の方は
各会員社の連絡担当者の方に連絡して転送・受信下さい
（業界団体の方は自会員への転送はお控え下さい

又 グループ会社への転送もお控え下さい）
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又、グル プ会社への転送もお控え下さい）
【JETOCマガジン】の内容例は次のスライドを参照下さい



***************************************************************************
【JETOCマガジン】 新着情報 第126号 2011/09/15配信 内容例

***************************************************************************

★講演会・講習会のお知らせ
・第56回講習会 韓国K-REACH及び台湾Smart-REACHの最新動向
・第38回基礎講座 化学物質管理入門

★特別資料 特集号等の発行のお知らせ★特別資料、特集号等の発行のお知らせ
・No.307 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに

関する手引」リファレンスガイダンス第R.16章：環境ばく露推定（第2版）
・No.311 韓国 物質リスト集－有害化学物質管理法、産業安全保健法－

（CD ROM付）（第3版）（CD-ROM付）（第3版）
・No.314 EU CLP規則(EC)No 1272/2008に従う表示及び包装に関する手引

★お知らせ、新着情報
・ECHA CLP よくある質問（第2.0版）を公表（7項目の新規FAQsが追加）
シンガポ ル 職場安全保健規則の改正を公示 シンガポ ル標準に従う・シンガポール 職場安全保健規則の改正を公示。 シンガポール標準に従う

GHSラベル表示及びSDSの規定を組み込み。
・欧州委員会 技術的進歩への適応化のためにRoHS指令（2002/95/EC）の

付属書を修正する委員会決定を公布（鉛又はカドミウムに関する
用途に対しての免除）
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用途に対しての免除）
・米国カリフォルニア州 Prop65物質の改定された物質リストを公表

他



その他のサービス

一般向けサービス
＊世界各国の既存化学物質他の受託調査
＊JETOCホームページ上でのバナー広告枠提供

会員のみのサービス
＊情報誌等の無償提供
＊特別資料等の会員価格での提供特別資料等の会員価格での提供
＊JETOC図書室の閲覧利用
＊電話による法解釈Q&A
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JETOCのホームページ
http://www.jetoc.or.jp/

会員加入のご検討を！
入会案内詳細はここをクリック

講演会案内は

会員ページへは
ここをクリック

発行資料は
ここを参照

ここを参照

ここを参照

検索サービスは
ここを参照
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TEL：03-3297-8051
FAX：03-3297-8055


